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①

路線価によらない実勢価額べーｽの申
比
口

Q:平成8年分の路線価が公表されました

が、路線価が時価を上回っているような場合

には、路線価によらない方法で申告すること

もできると聞きました。どのような方法でし

ようか。

ヱヘ：簡易な計算方法により実勢価額を算定

し、その実勢価額により申告を行う方法が認

められています。

ただし、実勢価額ベースで2割超の下落が

なければこの方法は認められません。

【解説】

実勢価額による申告については、その評価

に妥当性があれば認められますが、不動産鑑

定価格を添付したからといって全てが認めら

れるわけではありません。

実勢価額申告の場合、その実勢価額が適正

がどうかが問題となりますが、客観的にその

実勢価額が適正と認められる方法の一つとし

て、時点修正方式と呼ばれるものがあります。

これは、路線価評価額を0.8で割り戻した

数値に相続開始時点までの下落率を乗じて相

続開始時の実勢価額を算定し、路線価と比較

を図る方法です。

例えば、7年分路線価:100，7年分時価

125(100÷0.8)、7年中年間下落率:30%、

●
●

相続時：7年10月とした場合、相続時の下落

率は25％（30％÷12×10)と算出できます。

そうすると、125×25%=31.25が相続時で下

落していたと推定されますので、125-31.25

＝93.75がその時点の時価となり、路線価100

より低い数値が求められることになります。
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